令和８年度 香川県危険物取扱者保安講習実施要領
１　保安講習について
消防法第13条の23の規定に基づき、危険物取扱者免状の交付を受けた者のうち、現に危険物の取扱いに従事する者は、都道府県知事等が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受講しなければなりません。

２　講習の対象者
(1)継続して危険物の取扱いに従事している場合
講習を受講した日以後における最初の４月１日から３年以内に受講しなければなりません。（令和５年度に受講した者が対象となります。）
(2)危険物の取扱作業に従事していなかった者が、新たに危険物の取扱作業に従事することとなった場合
従事することとなった日から１年以内に受講しなければなりません。
ただし、従事することとなった日より前２年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合（又は講習を受講している場合）、免状交付日（又は受講日）以後における最初の４月１日から３年以内に受講しなければなりません。

３　講習の実施日程
(1)一般編（給油取扱所編を含む）
【会場講習】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【オンライン講習】
	実施日
	会場

	令和８年７月23日
	木
	小豆地区消防本部兼小豆島西消防署

	８月７日
	金
	香川県庁ホール（県庁東館２階）

	８月27日
	木
	善通寺市民会館

	９月25日
	金
	香川県庁ホール（県庁東館２階）

	10月20日
	火
	志度社会福祉センター（大会議室）

	11月25日
	水
	観音寺市民会館（ハイスタッフホール）

	12月11日
	金
	香川県庁ホール（県庁東館２階）


	実施期間
	申込期限

	８月３日
～９月２日
	７月13日

	10月１日
～10月31日
	９月10日

	12月１日
～12月31日
	11月10日


 (2)コンビナート編
【会場講習】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【オンライン講習】
	実施日
	会場

	令和８年８月20日
	木
	三菱ケミカル㈱香川事業所

	８月21日
	金
	


	実施期間
	申込期限

	９月１日
～10月１日
	８月11日



４　講習時間等
【会場講習】
	受付
	危険物関係法令の講習
	危険物の火災予防の講習

	13:00 ～ 13:25
	13:30 ～ 14:30
	14:40 ～ 16:40


【オンライン講習】
受講内容は会場講習と同様です。
実施期間開始日以降に申込の承認処理が行われ、承認から30日間受講可能となります。当該期間内であれば、パソコン等を用いていつでも受講可能です。

５　受付期間
【会場講習】
令和８年６月15日（月）～各講習日の３週間前（郵送提出の場合、当日消印有効）
【オンライン講習】
令和８年６月15日（月）～講習開始日の３週間前（上記日程表を参照）

裏面に続きます。→
６　受講の流れ
【会場講習】
①書類の入手
必要書類は、香川県HP（ページID：23595）からダウンロードするか、香川県危険物安全協会連合会、香川県危機管理課、県内各消防（局）本部及び消防署、一般財団法人消防試験研究センター香川県支部、直島町役場で入手できます。
②提出書類
・受講申請書　必要事項を記入のうえ、表面に危険物取扱者免状の写しと5,300円分の香川県収入証紙を貼り付けてください。
・受講票　　　必要事項を記入のうえ、申請書とあわせて提出してください。
③提出先
下記まで持参するか、郵送（簡易書留郵便等）により提出してください。
・提出先　：香川県危険物安全協会連合会
〒760-0018　高松市天神前10-5（高松セントラルスカイビル７階）
・連絡先　：TEL/FAX：087-812-6633
・受付時間：９時00分～17時00分（土曜・日曜・祝日・振替休日を除く。）
※持参する場合は事前に連絡してください。
④受講票
講習実施日の約１週間前に受講票が返送されます。受講日をご確認ください。
⑤講習受講
講習当日は、受講票及び危険物取扱者免状を会場にご持参ください。

【オンライン講習】
香川県では、申請から修了証発行までオンラインで完結する講習を実施しています。
①申請
「香川県電子申請・届出システム」から「危険物取扱者保安講習　受講申請」を申請してください。
②支払い
申請内容に問題がない場合、香川県が受理します。受理メールが届くと「香川県電子申請・届出システム」を通して手数料の支払い（クレジットカード、コード払い又はコンビニ決済）が可能となります。支払期限までに5,300円の受講料を納付してください。
申請で香川県証紙による支払いを選択した場合は、上記６②の受講申請書に5,300円分の香川県収入証紙を張り付けて、必要事項を記入のうえ、香川県危機管理課まで提出してください。
③ID発行及びコース選択
実施期間開始日の３週間前を目途にID発行用のURL等がメールで送付されますので、受講者毎にID発行及びコース選択をしてください。
④講習受講
「②支払い」「③ID発行及びコース選択」が済んでいる場合、実施期間開始日以降に申込を承認します。コース申込承認結果メールが届くと受講が可能となりますので、実施期間内にコースを受講してください。
※テキストは冊子ではなくデジタルテキストです。
⑤修了証の発行
受講後、必ず実施期間内に修了証を発行してください。修了証は印刷し、危険物取扱者免状とあわせて保管・携帯する必要があります。

７　注意点
・申請書の受付後又はオンラインでの支払い後は、手数料の返還は行えません。また、原則として受講日、実施期間の変更はできません。
・講習会場の駐車場の台数には限りがあります。できるだけ公共交通機関のご利用をお願いいたします。
・オンライン講習の受講者マニュアルは、７月下旬までに香川県HP（ページID：23595）で公開します。
　令和８年度危険物安全週間推進標語　「つかみ取れ！めざす無事故の頂を」　
